




松江市立図書館規則の一部を改正する規則 

 

 松江市立図書館規則（平成17年教育委員会規則第53号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

(利用登録) (利用登録) 

第6条 略 第6条 略 

2 前項の規定による登録を受けた者(以下

「利用者」という。)に対しては、速やか

に松江市立図書館利用者カード(様式第4

号。以下「利用者カード」という。)を交

付するものとする。 

2 前項の規定による登録を受けた者(以下

「利用者」という。)に対しては、速やか

に松江市立図書館利用者カード(様式第4

号。以下「利用者カード」という。)を交

付するものとする。 

様式第4号(第6条関係) 様式第4号(第6条関係) 

松江市立東出雲図書館 

松江市東出雲町揖屋1216番地1 

松江市立東出雲図書館 

松江市東出雲町揖屋1139番地2 

 

附 則 

 この規則は、令和5年6月19日から施行する。 

 

 


